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地域一体となった交通空白解消に向けた体制強化支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

吉野町（以下、「本町」という）では、路線定期運行バス、デマンドバス、南部地域連携

コミュニティバス（R169 ゆうゆうバス）及びスクールバスを運行しているほか、高齢者や

障がい者を対象としたタクシーチケットを配布するなど、町民のあらゆる移動に対する支

援策を実施している。 

令和 7年度、本町が実施した「交通空白解消に向けた移動ニーズ調査」結果では、地区ご

とに生活圏や移動の困りごとが異なるなど、町民の多様化している移動実態が示された。さ

らに、本町を訪れる観光客等にとって、町内に点在する観光スポットや施設等を周遊するた

めの移動手段が限られている点についても課題となっている。しかしながら、運転手不足な

ど、地域における移動サービスの供給体制が十分ではなく、公共交通の質・量ともに十分に

確保できているとはいえない現状にある。 

これらの課題を解決していくためには、交通サービスの供給面において、行政や交通事業

者等のリソースが限られる中で、行政が司令塔として機能しつつ、新たな担い手・組織を発

掘、育成していくことが重要である。 

こうした中、本業務では、町民及び本町を訪れる観光客等の移動ニーズに応えるため、既

存の公共交通等を補完する役割として、地域や事業者等が主体的に地域公共交通のあり方

を検討し、実践できる新たな体制整備を支援するものである。 

この要領は、支援業者を選定するための公募型プロポーザル募集について、必要な事項を

定めるものとする。 

 

２．業務概要 

（１）業務の名称 地域一体となった交通空白解消に向けた体制強化支援業務 

（２）業務期間  契約締結日から令和９年１月３１日 

（３）業務の内容 ①組織立ち上げ期支援 

②人材の掘り起こし、運営体制の整備 

③本格運行を見据えた実証運行計画の策定 

④報告書等の作成・提出 

（４）予 算 額  4,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む）を上限とする 

 

３．実施形式     公募型 

 

４．参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者（提案者になろうとする者）は、次の各事項に
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掲げるすべての要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条

第２号に規定する暴力団に該当しないこと。 

（５）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６）令和３年４月以降（過去５年間）に地域公共交通に関する調査業務等の実績を有し、

本委託業務を適切に履行できる者。 

 

５．スケジュール 

実施要領等配布 令和８年５月１２日（火）～令和８年５月２２日（金） 

質問の受付期間 令和８年５月１２日（火）～令和８年５月１９日（火） 

質問の回答 令和８年５月２１日（木）※HP にて公表 

参加申込の受付期間 令和８年５月２５日（月）※午後５時まで 

企画提案書の受付期間 令和８年５月２５日（月）～令和８年５月２９日（金） 

結果の公表 令和８年６月３日（水）予定 

契約手続き 令和８年６月下旬予定 

 

６．質疑・応答 

（１）提出方法 別添の質問書（様式３）により、電子メールにて提出すること。 

※ 必ず電話等で送信した旨伝え、担当課において着信したことを確認してください。 

※ 電話、口頭またはファクシミリによる質問は受け付けません。 

（２）期限 令和８年５月１９日（火）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出先 吉野町役場 町長公室 

koushitsu@town.yoshino.lg.jp 

（４）回答方法 町ホームページにて公開 

 

７．参加申込手続 

（１）提出書類 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書及び吉野町契約規則等の

各規定を理解した上で、次の書類を提出してください。 

ア 参加申込書（様式１） １部 
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イ 類似業務受注実績（様式２） １部 

ウ 会社概要（パンフレット等） ６部 

（２）提出期間 

令和８年５月１２日（火）～令和８年５月２５日（月） 

※ 持参の場合は開庁日の午前９時から午後５時の間とする。 

（３）提出期限 

令和８年５月２５日（月）午後５時まで（必着） 

（４）提出方法 

持参又は郵送に限ります。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証

明できる方法によることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付けます。 

郵便事故等については提出者のリスク負担とします。 

（５）提出先 

「１３．問い合わせ先及び提出先」へ提出 

 

８．企画提案書 

（１）提出書類 

ア 企画提案書 正本１部 副本５部 

イ 価格見積書 正本１部 副本５部（任意様式） 

（２）提出期間 

令和８年５月２５日（月）～令和８年５月２９日（金） 

※ 持参の場合は開庁日の午前９時から午後５時の間とする。 

（３）提出期限 

令和８年５月２９日（金）午後５時まで（必着） 

（４）提出方法 

持参又は郵送に限ります。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証

明できる方法によることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付けます。 

郵便事故等については提出者のリスク負担とします。 

（５）提出先 

「１３．問い合わせ先及び提出先」へ提出 

（６）企画提案書の様式等 

ア 企画提案書はＡ４判カラー印刷（Ａ３判の折り込み可）とし、両面印刷とすること。 

イ 企画提案書は目次及びページ番号をつけること。なお、ページ数に制限は定めない。 

ウ 企画提案書の末尾に、業務実施体制及び業務工程表を記載すること。 

エ 企画提案の趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記載すること。 

オ 業務の内容①～④それぞれについて企画提案し、見積書の項目内容と整合すること。 

カ 企画提案書の内容については、提案上限額以内で履行可能な内容であること。 
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（７）留意事項 

ア 企画提案は、1 件とする。 

イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替えは認め

ない。 

ウ 提出した書類の提出期限後の追加・変更は認めない。ただし、脱漏又は不明確な表示

があった場合等において本町が認めた場合はこの限りではない。 

エ 提出書類は返却しない。 

 

９．評価方法 

本要領及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、プロポーザル選定委員

会が評価します。 

（１）評価方法 

提出された企画提案書等について、下記「（２）選考評価基準」に基づき評価・採点し、

総評価点が最も高い参加者を委託事業者として選定します。ただし、最も高い点数であって

も、基準点に満たない場合は、選定の対象としません。また、次点候補者も併せて選定しま

す。順位付けができない場合は、委員会で協議の上、順位付けを行うものとします。 

（２）選考審査基準 

審査項目 審査事項 得点算出方法 配点比 

整合性・網

羅性 

提案内容は、仕様書に記載の内容に

ついて、必要な業務内容を網羅して

いるか。 

【5 段階評価】 

5：非常に優れて

いる 

4：優れている 

3：普通 

2：やや劣る 

1：劣る 

×４ ２０点 

実施体制 適切な業務が提供できる体制がと

られ、また、必要な知識・経験を有

しているか。 

×２ １０点 

業務実施・

支 援 内 容

（①組織立

ち上げ期支

援） 

町内地区ごとの課題に応じた事例

収集が可能か、先進事例において課

題解決をどのように図ったかなど、

具体性のある勉強会の企画となっ

ているか。 

×４ ２０点 

地区ごとのニーズに応じた移動サ

ービスの供給体制や手法の検討、課

題及び対応策の洗い出しの手法は

効果的かつ具体的か、検討プロセス

は妥当か。 

飲食・宿泊施設や運送事業者等の施

設送迎事業者等の提供サービスの
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整理、連携に向けた具体的な業務設

計がなされているか。 

業務実施・

支 援 内 容

（②人材の

掘 り 起 こ

し、運営体

制の整備） 

運営可能な体制整備に係る人材の

掘り起こし、人材育成講習の企画内

容は効果的かつ具体的か。 

×３ １５点 

運営にあたっての課題及びリスク

を洗い出し、具体的な解消手法を導

き出す提案となっているか。 

運行管理、予約手法の検討方法が、

具体的に示されているか。過去の実

績等に基づき、個別・独自の課題に

対応した検討手法が示されている

か。 

業務実施・

支 援 内 容

（③本格運

行を見据え

た実証運行

計 画 の 策

定） 

仕様書に示す実証運行計画に盛り

込むべき内容が網羅されているか。 

×３ １５点 

上記②③の業務内容を踏まえて、解

決すべき課題への対応策を反映す

る内容となっているか、または、解

決可能なノウハウや実績を有して

いるか。 

実施スケジ

ュール 

業務を遂行するために適正な工程

が設定されているか。 

×１ ５点 

業務実績 都道府県や地方自治体での類似事

例の経験等により、業務を効果的に

遂行するために十分な実績を有し

ているか。 

×２ １０点 

積算の妥当

性 

見積書の金額が妥当なものである

か。 

×１ ５点 

※ 最も高い点数であっても、選定員の平均点で総得点６６点以上の要件を満たさない場合

は、選定の対象となりません。 

 

１０．審査結果 

（１）通知結果 プロポーザルを提出した全ての申請者に文書にて通知します。 

（２）通知時期 令和８年６月３日（水）（予定） 
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１１．情報公開及び提供 

町は、提案者から提出された企画提案書等について、吉野町情報公開条例（平成 11 年吉

野町条例第 27 号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとしま

す。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると

認められる情報は非開示となる場合があります。 

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情報

については決定後の開示とします。 

 

１２．その他 

（１）言語及び通貨単位 

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（２）費用負担 

書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とします。 

緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができないと認

めるときは、停止、中止又は取り消すことがあります。なお、この場合において本公募型プ

ロポーザル方式に要した費用を吉野町に請求することはできません。 

（３）参加辞退の場合 

参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった

場合は、速やかに辞退届（様式は任意）を担当課あてに提出してください。 

（４）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の

条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 説明会又はヒアリングを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

カ 見積上限額が設定された場合に、参考見積書の金額が見積上限額を超過したとき 

キ 提案審査において最低基準点が設定された場合に、その最低基準点を評価点が下回っ

たとき 

（５）著作権等の権利 

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとします。 

ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、町が必要と認

める場合には、町は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で

使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるものとします。 

（６）申請者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異
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議を申し立てることはできません。 

 

１３．問い合わせ先及び提出先 

吉野町役場 町長公室 担当者 紙西 

〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町上市 80-1 

電話番号 0746-32-3081 

ＦＡＸ番号 0746-32-8855 

Ｅ－ｍａｉｌ koushitsu@town.yoshino.lg.jp 


